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神戸市総合交通計画の策定について 
＜計画策定のねらいと目標年次＞ 

■ 計画策定のねらい 

都市の成長期において、都市基盤の整備は拡大する需要に対応するよう行政が中心となって進めてき

ました。成熟期へと移行する中、今後は、市民・企業・交通事業者・行政が、協働と参画のもと、めざ

すべき交通環境について共通の認識をもち、担うべき役割を明確にした上で、施策の具体化を図ってい

くというプロセスを経て、着実に取り組みを進めていく必要があります。 

本計画は、めざす交通環境を示し、人の移動に関して（物流は除く）、①地域特性などに応じて移動

を区分し、その区分ごとに取り組みの方向性を示すとともに、②計画に基づき地域ごとに随時実施プロ

グラムを作成することで、着実な取り組みの具体化を図るための共通の指針として策定します。 

 

■ 目標年次 

神戸市総合交通計画の目標年次は、第５次神戸市基本計画の目標年次と同じ 2025 年（平成 37 年）

とします。 

 

■ 計画の位置づけ 

神戸市総合交通計画は、市の上位計画である「新・神戸市基本構想」や「神戸市基本計画」と連携・

相互補完し、都市交通にかかわる部門別計画として定めるものです。また、都市空間づくりの指針であ

る「神戸市都市計画マスタープラン」など、都市交通に関連する部門別計画とも連携・整合をはかる計

画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸市総合基本計画

〔基本理念〕世界とふれあう市民創造都市

・神戸づくりの指針(目標年次2025年度）
・神戸2015ビジョン（目標年次2015年度）
・各区計画（目標年次2015年度）

新・神戸市基本構想（目標年次2025年）

第５次神戸市基本計画

連携
・

相互補完

神戸市総合交通計画

実現

連携
・

相互補完

都市交通にかかわる部門別計画

目標年次：2025年

①土地利用
②都市交通
③市街地・住環境の整備
④環境共生
⑤都市の安全・安心
⑥都市デザイン

都市空間づくりにかかわる部門別計画

都市計画マスタープラン

他の部門別計画

連携
・

整合

※都市計画マスタープランに定める「都市交通」の施策の方針に
掲げた人の移動に係わる事項をより詳細にまとめた計画
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■ 計画の構成 

神戸市総合交通計画は、交通施策に係わる基本方針や、移動の区分ごとの取り組みの方向性、役割分

担、主な取り組みなどを示した「本編」と、地域ごとの「実施プログラム」により構成します。地域ご

との「実施プログラム」は、取り組みの具体化を図っていく地域を定め、実施する施策やそのスケジュ

ールなどを示すもので、随時策定を進めこの実施プログラムに基づき取り組みを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 移動の区分 
※本計画における「移動の区分」は「①広域交通（交通結節点）」、「②地域間交通」、「③地域交通」の

３区分とします。尚、「③地域交通」については、さらに地域ごとの特徴を考慮した地域の区分を設け

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の区分図 移動の区分 

 
「計画の構成」  

①交通施策の基本方針 

②「移動の区分※」ごとの取り組みの方向性 

 ③市民・企業・交通事業者・行政の役割分担 

 ④主な取り組み 

 ⑤計画の実現に向けた進行管理や推進体制 など 

 
 

「地域ごとの実施プログラム」 

 ・具体的に取り組む施策や実施スケジュール 

 ・実施主体 など 
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現状および将来見込まれる主な取り組むべき課題を踏まえて、「めざす交通環境」とその実現に向けた「交通施策の基本方針」や「めざす交通体系」、「取り組みの柱」、「主な取り組み」などを定めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めざす交通環境の実現に向けた交通施策の基本方針、移動の区分ごとの取り組みの方向性、主な取り組みなど 
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（１） 広域交通 
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（２） 地域間交通 
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（３） 地域交通 
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市民・企業・交通事業者・行政の役割分担 
 

 市民・企業・交通事業者・行政が担うべき基本的な役割を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 公共交通中心の交通ネットワークの維持・充実 

【市 民】 

・日常生活で公共交通を積極的に利用するよう努めます。 

【企 業】 

・通勤や業務などで公共交通の利用が図られるよう努めます。 

【交通事業者】 

・交通事業者間で連携して運行サービスの向上などに取り組みます。 

・移動の円滑化ため自社の交通施設の維持・更新に取り組みます。 

【行 政】 

・公共交通維持のための仕組みづくりや公共交通への利用転換に向けた意識啓発に取り組みます。

・駅へのアクセス道路や駅前広場などの整備や維持・更新に取り組みます。 

■ 地域のくらしを支える交通環境の形成 

【市 民】 

・地域の交通課題の解消に交通事業者や行政と連携して取り組むよう努めます。 

【企 業】 

・市民・交通事業者・行政と連携しながら日常生活で必要となるサービスなどの提供に努め

ます。 

【交通事業者】 

・地域のニーズに応じた運行サービスの維持・提供に取り組みます。 

【行 政】 

・市民、交通事業者、行政などがコミュニケーションを図りながら、意見交換や検討を行う

ための場づくりに取り組みます。 

・地域や交通事業者などの積極的な取り組みに対して、合理的な支援を行います。 

・歩道の改修などの都市基盤の維持・更新に取り組みます。 

■ 都心・観光地における魅力的な交通環境の形成 

【市 民】 

・公共交通を使ってアクセスするよう努めます。 

・定められた駐車・駐輪場を利用するなどマナーの遵守に努めます。 

・魅力的な交通環境づくりに地域で取り組むように努めます。 

【企 業】 

・市民・交通事業者・行政連携し、賑わいづくりや回遊性向上などに取り組みます。 

【交通事業者】 

・交通事業者同士の協力や企業などと連携しながら公共交通の利便性向上に取り組みます。

・わかりやすい交通案内情報の充実に取り組みます。 

【行 政】 

・人中心の魅力的な交通環境の実現に向けて自動車交通のマネジメントに取り組みます。 

・賑わいに資する回遊拠点の整備など、魅力的な空間づくりに取り組みます。 

・回遊性に使いやすい公共交通サービスの提供に向けて交通事業者や企業と取り組みます。
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神戸市総合交通計画の推進 
 

＜計画の実現に向けて＞ 

■ 実施プログラムの策定および進行管理 

計画の推進にあたり、具体的な取り組みを進めるための「実施プログラム」を、随時、地域ごとに策

定していきます。「実施プログラム」は、生活圏など人の行動範囲を基本として策定することとし、施

策を戦略的に組み合わせて段階的に取り組みを進めるための実施スケジュールなどを明らかにします。 

計画に基づく取り組みの効果を評価するための評価指標を設定し、計画については概ね 5 年毎、実施

プログラムについては、毎年、市民・企業・交通事業者、行政などで構成する「神戸市総合交通計画推

進委員会（仮称）」の意見を受けながら、PDCA サイクルにより進行管理を行います。 
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＜参考＞ 
移動の区分ごとに列挙した主な取り組みの一覧 

 第３章で示した「交通施策の基本方針」、「取り組みの柱」に基づき、移動の区分ごとに列挙した「主な取り組み」をまとめました。また、｢主な取り組み」ごとに市民・企業・交通事業者・行政の役割分担に基づく「取り組み主体」と、

「実施スケジュール」を示すとともに、中長期に着手する取り組みを合わせて記載しています。 
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強
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 24 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

都心・ウォーターフロン
ト

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

既成市街地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山麓部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ニュータウン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

田園地域 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

観光地（六甲・摩耶山・
有馬）

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○

◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○
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　◎実施主体
　○実施主体との協働または支援

※ 短期に着手
中期に着手

※短期、中期両方に色が付いているも
のはそれぞれの時期に着手する事業を
含むもの
※中・長期（2025年）以降に着手す
る施策は総合交通計画本編に示す「第
3章　5-2　中長期的な視点に立って
熟度を高めるべき取り組み」を参照

中・長期に着手

「移動の区分」の表記について、
「移動の区分毎の取り組みの方向性
および主な取り組み」で、各区分毎
の主な取り組みとして掲載している
ものには○印を付けています。ま
た、1～54の「主な取り組み」につ
いて、掲載した「移動の区分」以外
でも、実施を検討すべき区分がある
ため色付けをしています。
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